
                             
 

令和 ６年 ５月１５日 

 新 庄 市 総 務 課 

 

 

職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 

 

 本市職員を次のとおり処分しました。 

 

１ 被処分者及び処分の内容 

職 階 年 代 性 別 処分内容 

会計年度任用職員 ３０代 男 減給１０分の１ ２月 

  また、被処分者の上司であり、管理監督する立場である所属課長を口頭厳重注意とし

ました。 

  

２ 事案の概要 

被処分者は、令和６年３月８日（金）、業務に関連する懇談会に出席して飲酒し、３月

９日（土）未明に同じ店にいたグループとトラブルになり、そのうち１名を殴ったほか、

着衣を破損したものです。 

 

３ 処分年月日  令和６年５月１３日 

  

４ 処分の理由 

 酩酊し、暴力をふるう行為は許されるものではなく、法令を遵守すべき公務員として

あるまじき行為であるとともに、市の信頼を著しく失わせた責任も大きいものです。 

そのため、新庄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例にもとづき、処分を行った

ものです。 

 

 

このような不祥事は決してあってはならないことであり、心から深くお詫び申し上げま

す。市といたしましては、不祥事の再発防止に職員一丸となって取り組むとともに、職員

の綱紀粛正と法令遵守の徹底を図ることにより信頼回復に努めてまいります。 

  

 


